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（１）将来（２０２５年）の医療需要と必要病床数を定める。
●高度急性期・急性期・回復期・慢性期の４医療機能ごとに推計
●都道府県内の構想区域（二次保健医療圏を原則）単位で推計

（２）地域医療構想を実現するための施策を定める。
（施策例） 医療機能の分化・連携に係る取組、

在宅医療の充実、
医療従事者の確保・養成 等

地域医療構想の果たすべき役割、構想に定める事項について

地域医療構想は、各構想区域において
各医療機関の機能分化と連携を図り、高
度急性期・急性期・回復期・慢性期から在
宅医療に至るまで将来の医療需要を踏ま
え、患者の病状に合った質の高い医療提
供体制を構築しようとするもの。

地域医療構想において定める事項

急性期機能

高度急性期機能

回復期機能

慢性期機能

現在

２０２５年

一般病床

療養病床

【 必要病床数に関する留意事項 】
個々の医療機関単位で必要病床数を割り当てる構想ではなく、「構想

区域単位」「医療機能区分単位」で必要病床数を定めるものであること。

構想策定後は、地域医療構想の実現に向けて、地域の関係
者により構成される「地域医療構想調整会議」が主たる役割を
担いながら、取組を推進。

２０２５年までの約１０年間をかけて徐々に収れん。

◇和歌山県における今後の高齢者人口推移（ピーク）は、
６５歳以上人口：２０２０年（Ｈ３２年）頃にピーク
７５歳以上人口：２０３０年（Ｈ４２年）頃にピーク

◇県内総人口は近年、減少の一途。（人口問題研究所推計）
〔現状〕約１００万人 ⇒ 〔２０２５年〕約８７万人

◇今後、人口減少に加えて人口構造が変遷していく中で、
単なる量的な管理だけではなく、「治す医療」のみにと
どまらない「治し、支える医療」への質的転換が必要。

地域医療構想策定にあたっての背景等 地域医療構想の果たすべき役割

（※）地域医療構想は、医療法の規定に基づき
「県保健医療計画の一部」として策定するもの。

病床再編のイメージ

１

（構想区域ごと
に進める）



２

和歌山県における必要病床数（将来において目指すべき姿）の全体イメージ

高度急性期 １，６８４床

急性期 ５，８７４床

回復期 １，１７１床

慢性期 ３，５７７床

慢性期

２，１６４ 床

回復期
３，３１５ 床

急性期
３，１４２ 床

高度急性期 ８８５床

機

能

分

化

・
連

携

地域差

の縮小

３，５００人程度
（うち、訪問診療分

１，７００人程度）

（参考）現状（２０１４年）の病床

数（病床機能報告による）
将来（２０２５年）における必要病床数

県計 １２，５４０床
（機能「未分類」の２３４床を含む）４の

〔2014年7月時点〕 和歌山県における２０２５年の必要病床数

９，５０６ 床

将来、介護施設や高

齢者住宅を含めた在宅

医療等で追加的に対応

する患者数

【 ２０２５年に向けて

加味していく条件等】

◇人口減少

◇病床機能の分化・連携

◇新たな施設体系の創設

◇在宅医療の充実



医療機能の名称

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

○長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーショ
ンを提供する機能

○特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に
対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的
に提供する機能（回復期リハビリテーション機能）

○長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含
む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

慢性期機能

回復期機能

医療機能の内容

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高
い医療を提供する機能

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小
児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特
に高い医療を提供する病棟

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機
能

急性期機能

高度急性期機能

医療機能について （参考）

平成２７年度「病床機能報告」マニュアル より
３



高度急性期病院

高度急性期・急性期機能病床保有

急性期病院

急性期機能病床保有

地域密着型協力病院（新）

回復期機能病床保有

慢性期病院

慢性期機能病床保有

在宅等

在宅医療等

退院

・高度専門医療
・先進医療
・救急医療
・災害医療 等

・一般急性期医療
・救急医療
・災害医療
・高度急性期病院の後方支援 等

・リハビリ
・在宅復帰中間施設
・在宅医療の受け皿

・長期療養

在宅等での療養
・自宅
・老人保健施設
・特別養護老人ホーム
・サービス付き高齢者住宅 等

回復期病院

診療所等

有床診療所

※地域医療構想は病床機能の再編を行い、高度急性期、急性期、回復期、慢性期病床から在宅まで患者の病状に合った医療提供体制を目指すもの。
病院では、それぞれ主たる病床機能以外に他の病床機能を複合的に保有しうる。有床診療所においてはそれぞれ急性期、回復期、慢性期病床を保有しうる。

救急・専門治療入院

地域医療構想における主な患者の流れとその受け皿（イメージ図）

【治す医療】 【支える医療】

（地域包括ケア病床保有）

病床機能の分化・連携

退
院

※上記に示した高度急性期病院等の病院の指定は現在ないが、機能別にイメージしやすくするために表記したもの。 ４



地域医療構想の実現に向けて必要となる施策等について

◇不足する回復期機能に対応するための
リハビリ人材確保対策

◇理学療法士・作業療法士などを目指す
学生に対する修学資金制度等の検討

◇医療従事者養成施設設置等に対する支援

＜１＞在宅医療推進体制の整備
◇「わかやま在宅医療推進安心ネットワーク」の推進
＜２＞在宅歯科医療の推進
◇在宅歯科連携室の設置
◇歯科口腔外科の設置支援

＜１＞不足する回復期病床に関する対応
◇急性期病床からの転換
①施設改修費用補助
②リハビリ機材等購入補助
③リハビリ人材確保対策
④「地域密着型協力病院（※）」の創設
・回復期機能病床等を保有し、病棟に退院

支援看護師を配置
・在宅療養患者の入院（レスパイト入院含む）
・かかりつけ医の要請に応じて往診等に対応

＜２＞高度急性期機能病床に関する対応
◇ＨＣＵ・ＮＩＣＵなどの高度急性期機能病床
を有する医療機関について、各圏域での保有
状況等を考慮しつつ、将来における病床機能
のあり方等をよく検証する必要

＜３＞急性期機能病床に関する対応
◇主要疾病・主要事業に係る医療提供体制を確保
◇救急受入実績、手術件数実績等を一定考慮
◇各圏域における拠点病院のあり方について
◇遠隔医療などＩＣＴを活用した医療連携の推進
◇地域連携クリティカルパスの活用など病病連携
及び病診連携を推進

＜４＞慢性期機能病床に関する対応
◇今後の慢性期の医療ニーズへの対応
◇在宅医療の充実
◇「支える医療」として、有床診療所の病床活用
◇重症心身障害児者施設の病床の取扱い
◇療養病床そのもののあり方に関する国の検討状
況や今後の制度改正等への対応

〔１〕病床機能の分化及び連携の推進

〔２〕在宅医療の充実 〔３〕医療従事者の確保・養成

＜５＞休床病床等に関する対応
◇休床病床等に関しては、当該病床の活用状況
実態を把握しつつ、必要に応じて今後の方針
等を圏域の関係者で協議

（※）

〔参考〕
構想（本体）
Ｐ46～47

５



➢ 地域医療構想で定めた各医療機能の必要量に向けて病床を再編

・構想区域ごとに県が『協議の場』を設置
（地域医療構想調整会議）

・医療機関相互の協議により、
自主的な病床再編を推進

➯病床機能報告制度による医療機能別
の報告病床数と、地域医療構想による
必要病床数が一致する方向に収れん

自主的な取組が進まない場合

都道府県知事の措置

＜要請＞要請に従わない場合は「勧告」
・過多医療機能への転換中止
・不足医療機能への転換
・休止病床の削減

＜措置＞「要請」「勧告」に従わない場合
・医療機関名の公表
・各種補助金や融資から除外
・地域医療支援病院の不承認・

承認の取り消し

地域医療構想の実現に向けて

28年度以降 地域医療構想の実現へ

県医療審議会への意見聴取

６



地域医療構想策定まで 構想策定以降（平成２８年度～）

「圏域別検討会」 「地域医療構想調整会議」

○病院関係者

・（和歌山圏域）代表の１３病院が参画

・（那賀～新宮圏域）全ての病院が参画

○各地域の医療団体代表者

・医師会

・歯科医師会

・薬剤師会

・看護協会

○市町村

○医療保険者

○保健所・県 （議長及び事務局）

○各地域の医療団体代表者

・医師会

・歯科医師会

・薬剤師会

・看護協会

○市町村

○医療保険者

○病院関係者

・（和歌山圏域）全ての病院が参画

・（那賀～新宮圏域）全ての病院が参画

・精神科病院も新たに参画

○（新）有床診療所 関係者

○保健所・県 （議長及び事務局）

（※）赤字は、検討会からの変更点

【 留意点（国ガイドラインより）】

協議をより効果的・効率的に進める
観点から、議事等に応じて、参加を求
める関係者を柔軟に選定すること。

「地域医療構想調整会議」の設置について

７

平成２８年９月に全構想区域において設置



地域医療構想調整会議の開催状況について

【 第１回調整会議において、まずは下記の取組方針を確認した 】
● 病床機能の再編、分化、連携に関しては、地域医療構想調整会議において委員相互の協議、
理解のもとに取組を行う。（※事務局（県医務課・保健所）との事前協議を実施）

● 調整会議における議事をより効果的・効率的に進める観点から、議事等に応じて出席を
求める委員を議長が柔軟に選定。

● 原則「公開」で開催し、県民に対して取組状況を周知、透明性の確保に努める。
（ただし、病院の経営情報や患者情報等を交えた個別協議においては「非公開」で開催）

【 第２回調整会議において、下記の各議題等によりさらに議論を深化 】
◆ 『地域医療構想と公的病院のあり方』を当県独自に示すなど、公的・民間各医療機関がそれ
ぞれに自院の医療機能のあり方についてさらに検討いただくよう、要請。（Ｐ９～１２参照）
◆ 療養病床に係る「新たな施設類型」（介護医療院）動向に関して情報共有。（Ｐ１４参照）
◆ 「重症心身障害児施設の病床」に関する取扱いに関して協議。（Ｐ１６参照）
◆ 各地域における病床機能転換（不足する回復期機能充実 等）に関する協議。

⇒ 平成２９年度においても引き続き各地域で議論を重ね、構想の実現に向けて徐々に病床機能を収れん

８

第１回調整会議（平成２８年９月に各構想区域にて開催）

第２回調整会議（平成２９年２～３月に各構想区域にて開催）



『地域医療構想と公的病院のあり方』

平成２８年１１月
和歌山県 福祉保健部 健康局 医務課

９

『あり方』本体資料は、
第２回調整会議時に

配付済み



□ 新公立病院改革プランの策定（策定主体：各公立病院）
・各公立病院は、地域医療構想と整合性の取れた新プラン（以下）を本年度中に策定。

和歌山県は独自で「地域医療構想と公的病院のあり方」を策定
・国では現在、公的病院の役割の明確化などを議論中
・当県では、公的病院が各地域で中心的役割を担ってきた経緯があることから、県は

関係機関に対して「地域医療構想と公的病院のあり方」を示し、積極的に周知する
ことが重要

・各公的病院は、地域の医療提供体制を考慮の上、自病院の役割を明確化し、病床機能
転換や、病床削減を含めた主体的な検討を行う必要

１０

「地域医療構想と公的病院のあり方」について

○地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を明
確化　　等

○医師等の人材確保・育成、経営人材の登用等に留意しつつ、
経費削減・収入増加等の具体的な取組を明記　　等

○病院間で機能の重複・競合が見られる病院、病床利用率が
低水準の病院等、再編・ネットワーク化を引き続き推進（公的・
民間病院との再編等を含む）　　等

○民間的経営手法導入等の観点から、地方独立行政法人化、
指定管理者制度導入、地方公営企業法の全部適用、民間譲渡
等経営形態の見直しを引き続き推進　　等

○将来の機能別の医療需要・必要病床数が示される地域医療
構想と整合性のとれた形での当該公立病院の具体的な将来像
を明確化

○公立病院が担う役割を確保しつつ、黒字化を目指して、経常
収支比率等の数値目標を設定し、経営を効率化

地域医療構想を踏まえた役割の明確化

再編・ネットワーク化

経営の効率化

経営形態の見直し

新

「新公立病院改革プラン」の内容について （以下の４項目）

公立病院（新プラン策定）

① 海南医療センター
② 国保野上厚生病院
③ 公立那賀病院
④ 橋本市民病院
⑤ 有田市立病院
⑥ 国保日高総合病院
⑦ 紀南病院
⑧ 国保すさみ病院
⑨ 新宮市立医療センター
⑩ くしもと町立病院
⑪ 那智勝浦町立温泉病院

（精神）⑫ 県立こころの医療センター
（精神）⑬ 紀南こころの医療センター

平成２８年度中（平成２９年３
月末）までに、全公立病院が新
プランを策定済み。



【基本的な考え方】
○ ２０２５年までは原則現行の構想区域を維持
○ 二次医療圏（構想区域）内を基本とした再編・ネットワーク化を推進
○ 公的病院を中心として、民間病院も含めた病院機能の役割分担と連携を推進
○ 地域医療構想の実現を目指し、２０２５年までに県全体で、約３，０００床削減が必要

構想区域内の不足病床への転換は認めるが、それ以外は認めない
○ 再編・ネットワーク化は病院の統廃合を目的とするものではない
○ 全国の先進事例を参考に、取り組めることからネットワーク化を進める
○ 公的病院に医師を適正配置
○ 地域の実情を考慮し、自主的な取組を支援しながら関係機関等と十分協議して進める

【再編・ネットワーク化のメリット】
○ 診療内容に関するメリット

・診療科目の役割分担と医師配置の集約化 ・病床機能の分化、連携及び病床の再編
・高額医療機器使用の治療連携 ・希少疾患の集約化 ・治験の活性化

○ 経営状況に関するメリット
・職員の人事交流と事務の効率化 ・複数の高額医療機器購入に対する入札減効果
・診療材料、薬剤等の共同購入による合理化 ・病院給食の互助体系

【再編・ネットワーク化の組織類型（例示）】
①地域医療連携推進法人（医療法の規定に基づく）
②基幹病院の特定機能連携事例（広島がん高精度放射線治療センターなど）
③自治体（公立）病院機構（複数または全公立病院で構成する企業団） １１

「地域医療構想と公的病院のあり方」について＜抜粋＞

（１） 再編・ネットワーク化の方向性（案）について



橋本保健医療圏那賀保健医療圏

和歌山保健医療圏

有田保健医療圏

御坊保健医療圏

田辺保健医療圏

新宮保健医療圏

機能分担、再編等検討病院群

和歌山労災病院 済生会和歌山病院

公立那賀病院
県立医大附属病院紀北分院

橋本市民病院

済生会有田病院

有田市立病院

日赤和歌山医療センター

海南医療センター

国保野上厚生総合病院

国保日高総合病院

（独）国立病院機構

和歌山病院

紀南病院

（独）国立病院機構

南和歌山医療センター

国保すさみ病院

くしもと町立病院

那智勝浦町立温泉病院

新宮市立医療センター

県立医大附属病院

各圏域における公的病院を中心とした再編・ネットワーク化の方向性（案）

◆県立医大病院と日赤医療センターを中心とした
基幹病院の診療連携

◆基幹病院間の医療機能集約と、診療材料の共同購入
・高額医療機器の共同利用による経営合理化など

◆和歌山圏域又は橋本圏域との連携を検討
◆公立那賀病院を中心に、民間病院と機能分担・連携

◆南奈良総合医療センターへの患者流出動向を要分析
◆橋本市民病院を中心に、民間病院と機能分担・連携
◆紀北分院のあり方（圏域内検討及び大学病院として）

◆有田市立病院と済生会有田病院の機能が重複する現状
◆両病院の建て替え機会を捉え、機能分担を整理

◆病院機能の分担が比較的なされている現状にあるが、
国保日高総合病院と和歌山病院との間の連携を更に検討

◆紀南病院と南和歌山医療センターが中核基幹病院として存在
◆今後、周辺民間病院を含めた機能分担と連携体制を構築

◆新宮市立医療センターを核にサテライト病院化を図るなど、機能分担・連携を推進

（１）和歌山圏域

（２）那賀圏域

（３）橋本圏域

（４）有田圏域

（５）御坊圏域

（６）田辺圏域

（７）新宮圏域

１２

紀南こころの医療センター

県立こころの医療センター

圏域名 公的病院 民間病院 計

和歌山 6 37 43

那 賀 1 7 8

橋 本 2 3 5

有 田 3 3 6

御 坊 2 2 4

田 辺 4 5 9

新 宮 3 5 8

県　計 21 62 83

県内病院数（公民内訳）



療養病床の在り方等に関する動向

「重症心身障害児施設の病床」の取扱い

及び

について

１３



体制

対象者

○医療の必要性が高い者 ○医療の必要性が比較的
高く、容体が急変するリス
クがある者
○長期の医療・介護が必要

○医療の必要性は多様だ
が、容体は比較的安定し
た者
○長期の医療・介護が必要

○医療の必要性が多様だ
が、容体が比較的安定し
た者
○長期の医療・介護が必要

医療

○人口呼吸器や中心静脈
栄養などの医療
○24時間の看取り・ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ

○当直体制

○喀痰吸引や経管栄養を
中心とした日常的・継続的
な医学管理
○24時間の看取り・ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ

○当直体制又はｵﾝｺｰﾙ体制

○多様なﾆｰｽﾞに対応する
日常的な医学管理

○ｵﾝｺｰﾙ体制による看取
り・ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ

○多様なﾆｰｽﾞに対応する
日常的な医学管理

○併設する病院・診療所
からのオンコール体制に
よる看取り・ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ

介護 介護ニーズは問わない 高い介護ニーズ 多様な介護ニーズ 多様な介護ニーズ

想定さ
れる

施設の
形態

療養病床の在り方等に係る国における検討状況（イメージ）
●平成２９年度末に、医療療養病床（２５対１）及び介護療養病床の廃止を予定
●国においては介護保険法等の一部改正により、新たな介護保険施設である『介護医療院』を創設し、今後増加が見込まれる慢性期の

医療・介護ニーズへ対応（※「介護医療院」は介護保険法上の介護保険施設だが、医療提供施設として医療法上にも規定）
●制度設計詳細（介護報酬、施設基準、転換支援策 など）に関しては、介護給付費分科会等において引き続き検討

医療機関
（医療療養病床20対1)

（現行の医療機関）

医療機能を内包した施設系サービス 医療を外から提供する、居住ス
ペースと医療機関の併設

施設

医療機関

施設

医療機関 医療機関

居住スペース

医療機関

※介護保険施設等への転換を行う場合、介護保険事業計画の計画値の範囲内となることに留意が必要

慢性期の医療・介護ニーズに対応するためのサービスモデル（イメージ図）
国の療養病床の在り方等に関する検討会資料から抜粋

新たな介護保健施設の名称は『介護医療院 』

【機能】
要介護者に対し、

「長期療養のための
医療」と「日常生活
上の世話（介護）」
とを一体的に提供

【開設主体】
地方公共団体、医

療法人、社会福祉法
人などの非営利法人
等

【名称に係る特例】
病院・診療所から

介護医療院に転換し
た場合には、転換前
の病院・診療所の名
称を引き続き使用す
ることが可能 １４

『介護医療院』の概要



（H27病床機能報告より）

二次保健医療圏
医療療養病床

２５：１
介護療養病床 計

和歌山 187 251 438

那　賀 0 103 103

橋　本 56 10 66

有　田 40 0 40

御　坊 0 0 0

田　辺 183 159 342

新　宮 257 56 313

県　計 723 579 1,302

和歌山県内における医療療養病床（２５対１）・介護療養病床の状況

１５



地域医療構想における「重症心身障害児施設の病床」の取扱いについて

医療法に基づく「医療計画」においては、
下記の特例措置が存在。

特定の患者のみが利用する「重症心身障害児施設の病床」
や「国立ハンセン病療養所の病床」は、病床数に算定しない。

地域医療構想において、
「重症心身障害児施設の
病床」は、「慢性期病床」
として算定。

矛盾の
存在

●関係医療機関に対する状況調査を実施し、地域の実情を確認。
様々な機会を捉えながら、国との協議を重ねてきた。

●『地域医療構想（平成２８年５月策定）』中においても問題提起。
構想策定後も、国との協議を継続実施。

（１）上記矛盾に対する和歌山県（福祉保健部）のこれまでの対応

・入院患者の多くが、他府県を含む
圏域外より多く流入

・１０年以上長期入院する患者が全体
の半数以上を占める

・例えば、４０年以上長期入院している
患者なども珍しくない

・新規入院患者、退院患者数はごく少数

（２）国との協議を重ねた結果、当県提案について合意に至る。（平成２８年１２月）

【 取扱方針】「重症心身障害児施設の病床」について、現状の病床数より控除する
特例扱いとする。

この結果、病床再編等の対象は４２０床減少し、約２，６００床に（別紙）
１６



「２０２５年の必要病床数」と「病床機能報告による現状の病床数」との比較 （「重症心身障害児施設の病床」数を考慮）

１７



【参考１】平成２８年７月１日時点の病床数等

【参考２】『病床機能転換補助金』の紹介

参考資料

１８

【参考３】『地域医療構想パンフレット』

（※一般住民に理解をいただくため、新たに作成したもの）



（ 単位 ： 床 ）　　

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 分類なし 計

74 1,243 2,623 541 1,417 250 6,074

病 院 40 1,243 2,410 485 1,331 129 5,598

有床診療所 34 213 56 86 121 476

14 522 179 409 1,110

病 院 7 477 141 371 989

有床診療所 7 45 38 38 121

9 6 499 159 185 849

病 院 4 6 481 157 128 772

有床診療所 5 18 2 57 77

10 322 113 263 698

病 院 5 270 113 244 627

有床診療所 5 52 19 71

5 8 533 93 261 895

病 院 4 8 515 93 261 877

有床診療所 1 18 18

17 36 926 141 533 44 1,680

病 院 8 36 912 122 487 1,557

有床診療所 9 14 19 46 44 123

14 497 114 397 40 1,048

病 院 7 444 95 397 2 938

有床診療所 7 53 19 38 110

143 1,293 5,922 1,340 3,465 334 12,354

病 院 75 1,293 5,509 1,206 3,219 131 11,358

有床診療所 68 413 134 246 203 996

橋本

区　分 医療機関数

病 床 数

和歌山

那賀

有田

御坊

田辺

新宮

県計

「病床機能報告」（201６年7月現在）による病床数
（左表の【２】を病院・診療所別としたもの）

１９

地域医療構想において定めた「２０２５年の必要病床数」と現状の病床数について

【１】 【２】

圏域名

〔参考〕
2013年度の
必要病床数

（床）

2025年度の
必要病床数

（床）

【参考】

2016年7月1日現在の
病床（床）

※病床機能報告

① 高度急性期 511 588 1,243 ▲ 655

② 急性期 1,554 1,674 2,623 ▲ 949

③ 回復期 1,629 1,836 541 1,295

④ 慢性期（パターンＢ） 1,080 863 1,417 ▲ 554

4,774 4,961 6,074 ▲ 1,113

① 高度急性期 43 48 0 48

② 急性期 224 267 522 ▲ 255

③ 回復期 207 261 179 82

④ 慢性期（パターンＢ） 427 385 409 ▲ 24

901 961 1,110 ▲ 149

① 高度急性期 63 65 6 59

② 急性期 245 267 499 ▲ 232

③ 回復期 292 327 159 168

④ 慢性期（パターンＢ） 74 78 185 ▲ 107

674 737 849 ▲ 112

① 高度急性期 24 0 0 0

② 急性期 137 146 322 ▲ 176

③ 回復期 140 148 113 35

④ 慢性期（特例（パターンＣ）） 257 201 263 ▲ 62

558 495 698 ▲ 203

① 高度急性期 41 20 8 12

② 急性期 209 210 533 ▲ 323

③ 回復期 187 191 93 98

④ 慢性期（パターンＢ） 255 234 261 ▲ 27

692 655 895 ▲ 240

① 高度急性期 151 120 36 84

② 急性期 397 404 926 ▲ 522

③ 回復期 331 340 141 199

④ 慢性期（パターンＢ） 384 249 533 ▲ 284

1,263 1,113 1,680 ▲ 567

① 高度急性期 48 44 0 44

② 急性期 178 174 497 ▲ 323

③ 回復期 212 212 114 98

④ 慢性期（パターンＢ） 236 154 397 ▲ 243

674 584 1,048 ▲ 464

① 高度急性期 881 885 1,293 ▲ 408

② 急性期 2,944 3,142 5,922 ▲ 2,780

③ 回復期 2,998 3,315 1,340 1,975

④ 慢性期（パターンＢ） 2,713 2,164 3,465 ▲ 1,301

9,536 9,506 12,354 ▲ 2,848

【１－２】
医療機能

和歌山

小　計

那　賀

小　計

橋　本

小　計

有　田

小　計

御　坊

小　計

田　辺

小　計

新　宮

小　計

県　計

小　計

【２】各「小計」においては、①～④の機能に分類されていない「分類なし」病床数を含めているため、単純な①～④合計値とは一致しない。



病床機能分化・連携推進施設等整備事業費補助金（病床機能転換補助金）

① 「施設整備事業」
急 性 期 病 床 を 回 復 期 病 床 に 転 換 す る 際 の 施 設 改 修 等 に 係 る 工 事 費 又 は 工 事 請 負 費 を 補 助
※基 準 額 ： 3 , 3 3 3 千 円 × 転 換 病 床 数 補 助 率 ： 2 分 の 1 総 事 業 費 が 基 準 額 を 下 回 る 場 合 、 総 事 業 額 の 2 分 の 1 を 補 助

② 「設備整備事業」
急 性 期 病 床 を 回 復 期 病 床 に 転 換 す る 際 に 必 要 と な る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 用 具 等 購 入 費 を 補 助
※基 準 額 ： 1 0 , 8 0 0 千 円 / 施 設 補 助 率 ： 2 分 の 1 総 事 業 費 が 基 準 額 を 下 回 る 場 合 、 総 事 業 額 の 2 分 の 1 を 補 助

病床機能の転換関係（急性期→回復期）

機能転換

申請前年度の病床機能報告で「急性期機能を担う病床」と報告した病床、かつ一般病棟入院基本料のうち「7対1入院基本料」
「10対1入院基本料」「13対1入院基本料」「15対1入院基本料」を算定している病棟（病床）

急性期

地域包括ケア病棟入院料
・地域包括ケア病棟入院料１ ・地域包括ケア入院管理料１
・地域包括ケア病棟入院料２ ・地域包括ケア入院管理料２

回復期リハビリテーション病棟入院料
・回復期リハビリテーション病棟入院料１
・回復期リハビリテーション病棟入院料２
・回復期リハビリテーション病棟入院料３

以下のいずれかの特定入院料を算定する病床（病棟・病室）

回復期

補助事業者：病院のみ

「施設整備事業」及び「設備整備事業」の実施にあたっては、補助金の交付申請を行う前に、補助金の対象となる
事業について、当該事業実施予定の病院が所在する構想区域の「協議の場」の合意を得ておくことが条件。
※「転換を調整会議の協議案件とする」旨の事前に申し出る。
（転換を検討し始めたら、事前に保健所（和歌山市内は県庁医務課）に相談して下さい。）

補助対象

２０



病床機能分化・連携推進施設等整備事業費補助金（病床機能転換補助金）

病床廃止関係（一般病床・療養病床）

③ 「病床廃止を伴う施設転換事業」
病床を一度に１５床以上廃止し、
1.通所介護施設又は通所リハビリテーション施設に転換する際の工事費又は工事請負費、リハビリテーション機材購入費を補助
2.災害備蓄倉庫に転換する際の工事費又は工事請負費、倉庫用備品購入費を補助
※基 準 額 ： 1 , 6 0 0 千 円 × 廃 止 病 床 数 補 助 率 ： 2 分 の 1 総 事 業 費 が 基 準 額 を 下 回 る 場 合 、 総 事 業 額 の 2 分 の 1 を 補 助

補助対象

病床を廃止し、転換

一般病床/療養病床

① 通所介護施設 【介護給付サービス】 ・通所介護 ・認知症対応型通所介護 ・地域密着型通所介護
【予防給付サービス】 ・介護予防通所介護 ・介護予防認知症対応型通所介護

② 通所リハビリテーション施設 【介護給付サービス】 ・通所リハビリテーション
【予防給付サービス】 ・介護予防通所リハビリテーション

③ 災害備蓄倉庫

補助事業者：病院・有床診療所

「病床廃止を伴う施設転換事業」の実施にあたっては、「協議の場」における合意は不要。
（補助金の活用を検討し始めたら、保健所（和歌山市内は県庁医務課）に相談して下さい。）

２１



和歌山県の将来の医療を考える

（１）和歌山県の今後の人口は・・・

「和歌山県地域医療構想」を平成２８年５月に策定。
患者の病状に応じた医療体制の構築を推進しています。

６５歳以上の人口割合
３人に１人

３．７人に１人

２．５人に１人

７５歳以上の
人口割合

５人に１人

４人に１人

２０２５年には・・・ ●総人口は減少 ●一方、高齢者は増加
●団塊の世代全てが75歳以上に。３人に１人以上が65歳以上に！

（２）『治す医療』から『治し、支える医療』へ

疾病構造の変化に伴って、リハビリなどを提供する回復期
のベッドが今後不足することなどが見込まれます。

（出典）厚生労働省 必要病床数等推計ツールより
（備考）保健医療技術の進歩等は考慮していません

（人／日） （人／日）

（人／日） （人／日）

「県民誰もが住み慣れた地域で安心して適切な医療を受けられる社会」を実現します！めざす方向

★和歌山県では、
６５歳以上人口は２０２０年頃に
７５歳以上人口は２０３０年頃に
それぞれピークを迎える予定です。

高齢者人口ピークは・・・

（人）

274,192

140,781

302,906

183,735

286,868

173,248
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高度急性期・急性期を担う病院

診療所 自宅、介護施設など

（３）「地域医療構想」の実現により、患者の病状に応じた切れ目のない質の高い医療体制を構築していきます。

なぜ、「地域医療構想」を策定したのですか？Ｑ１

Ａ１
和歌山県においても高齢化が着実に進んでいます。２０２５

年（平成３７年）には、県民の３人に１人が６５歳以上の高齢
者になると見込まれています。
このような中、将来、県民の皆さんが必要とする医療サービ

スを適切に提供できるようにしていかねばなりません。
そこで、２０２５年の入院医療等の必要量を推計し、患者の

病状に応じた将来の医療提供体制を構築していくため、和歌山
県が策定したものです。

Ｑ２
安心して医療を受けられるように取り組んでいくことは？

Ａ２

回復期・慢性期を担う病院

救急医療、先進医療、手術など リハビリ、在宅復帰に向けた医療、長期療養など

通院

往診・在宅医療

紹介・逆紹介

紹介・
逆紹介

紹介・
逆紹介

病床機能等の主な役割分担のイメージ

和歌山県地域医療構想においては、県全体や県内７地域における２０２５年に向けた取組みの方向性を示しています。関
係者の皆さんの協力を得ながら、それぞれの地域においてバランスの取れた最適な病床機能の確保や、在宅医療の充実、医
療従事者の確保などに取り組んでいきます。また、健康長寿の取組みについても併せて推進していきます。

（１）医療機関の役割を考えて受診しましょう！
診療所は、病気・けがの初期の治療や長い間薬を飲んだりする必要が
ある病気の治療、健康管理などを行います。病院は、高度な技術や機械
が必要な治療や、リハビリなどを中心とした治療などを行います。
各医療機関の機能や役割を理解し、まずはかかりつけ医に相談して自
分の症状に合った医療機関を受診しましょう。

（２）かかりつけ医を持ちましょう！
「かかりつけ医」とは、本人や家族の身体の状態を把握し、日常の健
康管理や体調の変化などを気軽に相談できる身近な主治医のことです。
日頃から何でも相談できる「かかりつけ医」を持ちましょう。

◆県民の皆さんへのお願い◆

将来、介護施設や

高齢者住宅を含めた

在宅医療等で追加的

に対応する患者数

高度急性期 １，６８４床

急性期 ５，８７４床

回復期 １，１７１床

慢性期 ３，５７７床
慢性期

２，１６４床

回復期

３，３１５ 床

急性期

３，１４２ 床

高度急性期 ８８５床

機

能

分

化

・
連

携

２０２５年に目指すべき必要病床数

９，５０６床

現状（２０１４年）の病床数

県計 １２，５４０床

３，５００ 人程度

将来において目指すべき姿のイメージ

在宅医療等

（※）県内各医療機関の機能等は、下記（和歌山県ホームページ）から確認できます。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/050100/byosyokinou.html
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